
▼５月 25 日（木）　

ウクライナ戦争に便乗した「新たな戦前」を避けるために──敵基地攻撃論の詭弁
と危険性（以下の論攷は『学習の友』No.838、2023 年６月号に掲載されたものです。〕

　は じ め に

　ロシアによるウクライナ侵略は日本国民に大きな衝撃を与え、戦争への不安と危機感を高めました。
これに便乗して岸田政権は戦後の安全保障政策を大きく転換し、２０２２年末に「安保３文書」（「国
家安全保障戦略」「国家防衛戦略」「防衛力整備計画」）を発表しました。
　岸田首相は基本的立場に変化はないと説明し、「国家安全保障戦略」も「わが国の安全保障にかん
する基本的な原則を維持しつつ、戦後のわが国の安全保障政策を実践面から大きく転換する」とのべ
ています。はたたしてどちらが本当なのでしょうか。
　「維持」するのか、「転換」するのか。「維持」するのであれば、このような文書をあらためて作成
する必要はありません。「大きく転換」するからこそ、そのための文書が必要になったのです。ただし、
その「転換」は「実践面から」であって、「基本的な原則」は「維持」しているといいわけをしながら。
　これは詭弁ではないでしょうか。それにもとづいて打ちだされた「敵基地攻撃能力」という新たな
方針を「反撃能力」といいかえるのも詭弁です。
　このような詭弁に満ちた方針転換は、日本を「新たな戦争」へとひきよせることになるでしょう。
その危険性を見抜き、それを避けるためにどうすべきかを学び情報を発信していく必要があります。

　憲法と専守防衛に違反

　憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しよう
と決意した」と書かれています。敵基地攻撃能力など武力への依存は、このような「決意」に反する
ものです。また、第９条は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と宣言しています。「戦争」や「武力の行使」だけ
でなく、「武力による威嚇」も放棄されているのです。
　だからこそ、１９５９年の国会答弁で伊能繁次郎防衛庁長官は「平生から他国を攻撃するような、
攻撃的な、脅威を与えるような兵器をもっていることは、憲法の趣旨とするところではない」とのべ
ていました。他国に脅威を与え威嚇するような拡大抑止政策は憲法違反だと明確に指摘していたので
す。
　また、専守防衛との関係についても、中曽根康弘防衛庁長官は１９７０年の答弁で、「具体的には
本土並びに本土周辺に限る、核兵器や外国に脅威を与える攻撃的兵器は使わない」と言明し、田中角
栄首相も１９７２年に「相手の基地を攻撃することなく、専らわが国土およびその周辺において防衛



をおこなうことだ」と答弁していました。国外に戦場をもとめず、先に手をださないということです。
　岸田首相は憲法にもとづく基本的な方針である「専守防衛」は堅持すると主張していますが、これ
は真っ赤な嘘です。憲法や専守防衛と敵基地攻撃能力の保有は真っ向から反し、両立しません。

　国際法に反する先制攻撃

　岸田政権が「反撃能力」として保有しようとしている装備とは何でしょうか。それは国境を越え
て直接的に敵基地を攻撃することのできる兵器群です。具体的には、12 式地対艦誘導弾能力向上
型、高速滑空弾、極超音速誘導弾などの長射程ミサイルですが、開発に時間がかかるので当面は射程
１６００㌔のトマホークをアメリカから４００発購入することとし、そのための予算を２１１３億円
計上しています。
　これらのミサイルが沖縄などの南西諸島に配備されれば、中国や北朝鮮の主要都市が射程に入り、
相手にとっては重大な脅威になります。もし日本への攻撃が「着手」されたとみなされれば、直ちに
発射されますが、「着手」の認定をどのような場合にどのようにおこなうのかは不明です。相手国か
らすれば発射以前に「反撃」されることになり、国際社会からは先制攻撃とみなされることになります。
　このようなかたちで先制攻撃すれば報復を招くことは避けられません。ミサイル基地となる南西諸
島や沖縄だけでなく、日本全土が攻撃され焦土と化す危険があります。それが想定されているからこ
そ、２８３地区の自衛隊基地の１万２６３６棟を地下化するなどの強靭化計画をすすめようとしてい
るのです。日本全土が火の海となり、周辺の市街地が焦土と化しても基地だけは生き残れるようにし
ようというわけです。

　「防衛」ではなく集団的自衛権行使のため

　このような政策転換は、日本を「防衛」するためのものではありません。そもそも、今回の「安保
３文書」によって名指しされ「懸念」が示されている中国・北朝鮮・ロシアは、日本を攻めると公式
に表明したことは一度もなく、これらの国を「仮想敵国」とする根拠はありません。
　それどころか、中国との間では１９７２年の共同声明で「唯一の合法政府」と認め、２００８年の
共同声明などでも「たがいに脅威とならない」ことをくり返し確認してきました。北朝鮮も米朝首脳
会談中はミサイルを発射せず、核実験を中断していました。ロシアとの間では北方領土問題での交渉
や経済協力がなされてきたのは周知の事実です。これらの交渉や対話をなぜ継続したり、再開したり
しないのでしょうか。
　政策転換の目的が日米同盟の強化であり、アメリカの対中戦略の転換に伴って最前線となった日本
が集団的自衛権を行使できるようにするためだからです。「私は、小泉純一郎内閣の時に集団的自衛
権の行使容認を何とか実現できないかと思っていたのです。小泉首相に、05 年の郵政民営化関連法が



成立した後、残り任期の最後の１年で行使容認をやりましょう、と言ったら、小泉さんは『君の時に
やれよ』と仰った」（『安倍晋三回顧録』１１５～１１６頁）と書いているように、それは安倍晋三元
首相の悲願でもありました。
　これを安倍元首相は平和安保法制（戦争法）の制定によって 10 年後に実現しましたが、それは「枠
組みを整えた」にすぎず、実態を伴っていませんでした。今回は「実践面で大きく転換」することで
集団的自衛権を実行可能にすることをめざしています。
その結果、「存立危機事態」と認定されれば、自衛隊は米軍と一体となって戦闘に参加できるように
なります。
　具体的には、アメリカが地球規模で張り巡らす「統合防空ミサイル防衛（ＩＡＭＤ）」に加わるこ
とが想定されています。台湾周辺で軍事衝突が生じれば、日本が攻められていなくても自衛隊は戦争
に巻き込まれることになります。自衛隊が米軍と融合しその指揮下でたたかえば、自首相の指揮権も
日本の国家としての主権も奪われることになるでしょう。

　軍拡大増税による生活破壊

　岸田政権は今年度から５年間の防衛費総額を約 43 兆円とし、２０２７年度には関連予算をふくめ
て国民総生産（ＧＤＰ）比２％にすることを打ちだしました。この目標額は北大西洋条約（ＮＡＴＯ）
加盟諸国にアメリカが要求した額であり、必要経費を積み上げたものではありません。日本はＮＡＴ
Ｏ加盟国ではなく憲法第９条を有する平和国家ですから、ＮＡＴＯに追随するのは誤っています。
　新たに必要となる財源のうち、４分の３は歳出改革、決算剰余金の活用や東日本大震災の復興特別
所得税の流用などの税外収入でねん出し、残りを法人・所得・たばこ税の増税で賄うとしています。
この税外収入を積み立てて使う「防衛力強化資金」を新設する「財源確保法案」も審議入りしました。
　しかし、このような財源の確保や増税がそもそも必要なのか、なぜ防衛力を倍増させる必要がある
のかが充分に議論されていません。復興のための税金を軍事に横流しして増税を押しつけ、医療や年
金、社会保障費などを削減し、国債発行に手をだすという「禁じ手」だらけの暴挙にほかなりません。
　ＧＤＰ比２％以上の軍拡は将来にわたって継続されます。そうなれば防衛費は 11 兆円となり、ア
メリカ、中国に次ぐ世界第３位の軍事大国になります。年間５兆円超もの財源があれば、医療費の窓
口負担の無料化などを実現できます。国民生活を破壊して防衛財源を絞りだすような政策は「富国強
兵」ならぬ「強兵貧国」政策にほかなりません。

　むすび――歴史の教訓に学べ

　２０２３年２月７日、韓国のソウル中央地裁で一つの判決がありました。ベトナム戦争での民間人
虐殺を生き延びた女性が韓国政府相手に提訴し、賠償額約３１０万円の有罪を勝ちとったのです。韓



国政府は延べ 30 万人を派遣して自国の若者約５０００人を犠牲にするという痛恨の誤りを犯しまし
た。
　日本もベトナム戦争の出撃基地となるなど協力しましたが、自衛隊を送ることなくだれ一人殺すこ
とも殺されることもありませんでした。韓国政府のような誤りを犯さずに済んだのは憲法の制約が
あったからで、第９条の威力のおかげです。
　イラク戦争では自衛隊を派遣しましたが非戦闘業務に従事し、犠牲者をだすことはありませんでし
た。このときも憲法第９条にまもられていたのです。第９条があったからこそ、韓国の悲劇を避ける
ことができたのです。必要なことは、この第９条の威力を活かした外交力を発揮することではないで
しょうか。
　歴史に学ぶことが必要です。岸田政権による「かげに隠れてこそこそ」作戦に対抗し、私たちは「光
を当ててみえる化」作戦を実行しなければなりません。学び伝えることこそ、世論を変える力になり
ます。岸田政権の詭弁と危険性が明るみにだされれば、戦争を望まない多くの国民が反対に転ずるこ
とは明らかなのですから。

▼ 10 月１日（日）　

現代史のなかでの岸田政権をどう見るか（以下の論攷は『学習の友』No.842、2023 年 10 月号

に掲載されたものです。〕

　はじめに

　『東京新聞』2023 年５月 28 日付は「データでみる失われた 30 年」という特集を組んでいます。そ
こに掲載されている「企業の時価総額ランキング」は衝撃的でした。日本の企業は 1989 年にトップ
10 に７社も入っているのに 2023 年には１社もなく、トップ 100 でも 39 位のトヨタだけなのです。日
本企業の凋落ぶりを象徴するようなデータでした。
　戦後の日本は復興を成し遂げ、高度経済成長によって 1968 年には国民総生産（GNP）でアメリカ
に次いで世界第 2 位となりました。『Japan　as　No.1』（ジャパンアズナンバーワン）という本が出
版されたのは 1979 年です。それからの 10 年間が戦後日本の絶頂期だったのかもしれません。
　その後の「失われた 30 年」を経て、今の日本はどのような地点にあるのでしょうか。長い坂をダ
ラダラと下り、とうとう崖っぷちにさしかかっているようにみえます。足を踏みはずせば、奈落の底
へと真っ逆さまに転落してしまうような崖っぷちに。



　この危機的な局面を招いているのが岸田政権であり、その特徴と問題点を歴史的に位置づけて解明
したいと思います。時事通信が行った 8 月の世論調査によれば内閣支持率は 26.6％で危険水域に突入
しました。崖っぷちに立っているのは、岸田政権も同様かもしれません。

　「新しい戦前」を招き寄せる外交・安保政策

　岸田政権の安保３文書に基づく大軍拡・大増税路線の欺瞞と危険性については、これまで何度も指
摘してきましたので繰り返しません（『学習の友』６月号掲載の拙稿「ウクライナ戦争に便乗した『新
たな戦前』を避けるために」参照）。ここで指摘したいことの第 1 は、既成事実を先行させて国会審
議自体を影の薄いものとしてきた手法の問題です。
　岸田大軍拡は 1960 年の安保改定、2015 年の戦争法制定に次ぐ第 3 の政策転換でした。安保改定は
条約交渉と国会での審議・承認を必要とし、国民的な反対運動が巻き起こり、戦争法制定でも国会で
の審議を契機に大きな反対運動が展開されました。
　岸田首相はこれを避けようとして有識者会議での密室審議を優先し、閣議決定と３文書公表の後に
防衛産業支援法と防衛財源確保法を通常国会に提出しています。順番を逆転させることで反対世論の
高まりを避ける姑息なやり方をとったわけです。その結果、大軍拡についての国民の理解は深まらず、
国会審議も低調に終わりました。
　第 2 は、対米従属の深化と NATO への急接近です。日本との貿易摩擦に苦慮したアメリカは 1980
年代中葉から軍事分担圧力を強め、中曽根内閣はこれを受け入れます。イラク戦争で日本は自衛隊を
派遣しますが、憲法 9 条の制約によって非戦闘地域や非戦闘業務にとどまりました。憲法によって守
られていたのです。
　ところが、岸田首相は進んで軍事費増を表明し、専守防衛を踏み越える積極的能動的な従米路線に
転換しました。しかも、ウクライナ戦争に乗じて NATO やヨーロッパ諸国との軍事的連携を強めて
います。これまでとは大きく異なる安保の変質が生じているのです。
　第３は、日米韓３か国による新たな軍事ブロック形成の危険性です。キャンプデービッド会談（23
年８月）で結束を確認した３か国首脳は「共同声明」で安保協力の強化を目的に首脳・外相・防衛相・
安保担当の政府高官それぞれによる協議体を設け、「定例化」して年１回以上開催することを約束し
ました。
　これは日米間の軍事協力を NATO 並みに引き上げ、ギクシャクしてきた日韓の外交的軍事的連携
を強化し、政権が変わっても揺らぐことのない枠組みを作り出そうとするものです。このような新た
な軍事ブロックの形成は東アジアにおける分断と対立を深め、軍事対軍事の競争をエスカレートさせ、
緊張を緩和するどころかますます激化させるだけです。



　生活を破壊する経済・財政政策

　戦前の日本は「富国強兵」政策を採用しました。今の岸田大軍拡は軍事大国化して貧しくなる「強
兵貧国」政策です。これから戦争になるかは国際情勢いかんですが、貧しくなることは確実です。こ
れまでも「失われた 30 年」によって下り坂を辿ってきたことはすでに指摘した通りです。
　国内総生産（GDP）は今年中にドイツに抜かれて４位になると予想されています。一人当たり GDP
はさらに貧しく 27 位です。国際競争力は 37 位へと後退しています、実質賃金は低迷し続け、過去 10
年間で 24 万円の減少です、最低賃金（全国平均）が時給 1000 円を超えて騒がれていますが、オース
トラリアの最賃 2200 円の半分以下にすぎません。
　このような経済の低迷を抜け出すとしていたのがアベノミクスでした。しかし、その「３本の矢」（金
融政策、財政政策、成長戦略）は実現せず、マイルドなインフレになれば景気が回復するというリフレー
ション理論や、富める者が富めば貧しいものにも富が滴り落ちるというトリクルダウン理論は幻に終
わりました。
　とりわけ深刻なのは異次元金融緩和の後遺症です。黒田日銀総裁の後を受けた植田和夫新総裁も脱
出に苦慮しており、「誘導する長期金利は０％、めどは 0.5％、上限は１％」というあいまいな方針し
か出せず、継続か修正か分からない「日銀文学」だと皮肉られているほどです。
　今後も実質賃金や最低賃金の引き上げ、年金の増額は期待できません。コロナ禍の苦境を救うため
に世界 103 か国・地域で実施された消費税の引き下げもなく、インボイス制度の導入で実質的に消費
税を引き上げようとしています。防衛財源確保法の制定で生活支援の財源は軍拡に回され、増税も予
定されており、少子化対策の財源確保のために社会保険料も増額されようとしています。
　ウクライナ戦争を契機とした物資不足と値上げラッシュの下にある国民生活は異次元の金融緩和に
よる円安のツケが回ってきて、まさに崖っぷちに立たされています。政治を変えて経済・財政政策を
転換しなければ生活を守ることのできないギリギリの局面にあるのが現状です。
10 月２日（月）　現代史のなかでの岸田政権をどう見るか（その２）　[ 論攷 ]

〔以下の論攷は『学習の友』No.842、2023 年 10 月号に掲載されたものです。２回に分けてアップさせ
ていただきます。〕

　人権と民主主義への逆行

　岸田首相は「法の支配」「自由で開かれたインド太平洋」「先進国との価値観の共有」を口にしてい
ます。これも全てウソばかりです。法の土台である憲法を無視し、メディアを規制し、人権と民主主
義に逆行し、国連や他の G ７サミット参加国から問題点を指摘され、改善を迫られているではありま
せんか。



　５月の G7 広島サミットを前に、6 か国と EU の駐日大使は連名で岸田首相に性的少数者（LGBTQ）
の人権を守る法整備を促す書簡を送りました。サミット参加国のうち日本だけが時代に逆行し、価値
観を共有していなかったからです。
　７月には、国連の人権理事会作業部会が日本に調査団を派遣し、ジャニーズ事務所をめぐる性加害
問題を取り上げて注目されました。しかし、その調査内容は女性、性的少数者、障害者、アイヌなど
の先住民族、被差別部落、労働組合など 200 項目を超え、ジャニーズ問題は５項目にすぎません。難
民や技能実習生などを含めて、これらの人々が人権侵害のリスクにさらされているからです。
　先の通常国会では改定難民認定法や性的少数者に対する理解増進法が成立しました。しかし、これ
らも難民の人権を侵害し、性的少数者への差別を助長する内容でした。ジェンダー平等の点でも日本
は 146 か国中 125 位という有様です。
　報道の自由度でも日本は 26 位で G ７参加国では最低です。テレビ放送については総務省の内部文
書が明らかになり、放送法の解釈変更によってメディア支配を強めようとしていた実態が暴露されま
した。マスメディアの権力監視や政権批判も弱体化する一方です。
　このほか、マイナンバーカードの導入やマイナ保険証への切り替え、福島第 1 原発「処理水」の海
洋放出、消費税インボイス制度の実施、大阪での万博やカジノの推進、沖縄・辺野古での基地建設など、
岸田政権は反対の多い施策を次々と強行してきました。「聞く力」は「聞き流す力」にすぎず、民意
に寄り添う姿勢は全く見られません。

　続発するスキャンダルと辞任

　岸田政権はスキャンダルまみれで閣僚などの辞任が相次いでいる点でも特徴的です。昨年 10 月に
山際大志郎経済再生担当相が世界平和統一家庭連合（統一協会）との癒着を批判されて辞任し、11 月
には葉梨康弘法務相が度重なる失言で辞任しました。また、寺田稔総務相も政治資金の不適切な処理
などで辞任しています、
　12 月には秋葉賢也復興相が事務所経費をめぐる問題で辞任し、杉田水脈総務政務官も女性や性的少
数者などへの差別発言で辞任に追い込まれました。差別発言では、荒井勝喜総理秘書官も更迭されて
います。
　その後も更迭や辞任は続きました。岸田首相の息子である翔太郎首相秘書官が公私混同による不祥
事で更迭され、木原誠二官房副長官も警察捜査への介入などの疑惑が報じられています。また、自民
党女性局のパリ研修旅行でも不適切な実態や写真の投稿などが批判され、松川るい女性局長が辞任に
追い込まれました。
　同じ８月には、秋本真利外務政務官が日本風力開発から多額の資金提供を受けた収賄の疑いで辞任
し、自民党も離党しています。一時、大きな批判を浴びた統一協会との癒着やその深い闇の解明も放
置されたままです。



　これらのスキャンダルの要因は本人の資質や常識・倫理感の欠如などによるものですが、それを任
命した岸田首相にも大きな責任があります。同時に、構造的な背景にも注目しなければなりません。
それは小選挙区制という選挙制度です。大政党有利で政治の固定化と世襲議員を生み出し、女性の進
出を阻み、緊張感を失わせて政権に「あぐら」をかくことを可能にしているからです。

　諸悪の根源は小選挙区制にあり
　活路は野党共闘、労働組合への期待

　歴史を振りかえってみれば、自民党が試みたあらゆる改革は失敗の連続でした。構造改革はリスト
ラと規制緩和を進め、行政改革は官の役割を後退させ、財政改革は国債の増大を招き、税制改革は企
業減税と消費税の増税をもたらし、労働改革は非正規労働者を増大させました。年金改革は支給額を
減らすだけで、社会保障改革も保険料の増加と福祉サービスを低下させ、大学改革や教育改革は教員
の負担の増加と研究力・教育力の衰退を生み出しています。
　なかでも最も失敗したのが政治改革です。小選挙区制が４割台の得票率で７割台の議席をもたらし
独裁体制を築くことは当初から明らかでした。私は 1993 年の拙著『一目でわかる小選挙区慰霊代表
並立制』（労働旬報社）で「『死票』がゴマンと出る」「政党と議員の固定化がすすむ」「投票率が低下
する」などを指摘しましたが、その後 30 年の経過はこれを裏付けるものとなりました。
　自民党に好き勝手を許している諸悪の根源は小選挙区制にあり、野党の分断はそれに手を貸す結果
となっています。日本の政治をまともなものにするために選挙制度の改革は急務ですが、現状では野
党の選挙共闘によって政権交代にむけての可能性を探るしかありません。活路は共闘にしかないので
すから。どの野党も単独での政権獲得は不可能で、維新は共闘を拒否しています。
　野党共闘の再建に向けては、職場での労働組合の共同闘争や草の根での様々な市民団体・政党など
の共同行動の積み重ねが重要です。そのうえで、中央段階で選挙共闘に向けて合意し政策協定を結ば
なければなりません。形だけの候補者調整ではなく、「本気の共闘」が不可欠です。
　2021 年の前回総選挙では野党共闘が実現し、小選挙区での統一候補の当選が 62、惜敗率 80％以上
は 54、１万票以内が 31 という成果を収めました。しかし、共闘が不調に終われば「30 選挙区で当選
ラインを下回る可能性がある」と『東京新聞』（23 年８月 27 日付）は報じています。共闘しなければ
現状維持すら難しい、というわけです。
　連合や傘下組合に対しては、共産を含む共闘に反対しないよう、イデオロギー的な偏見を捨て、労
働者の利益になるかどうかで判断するよう働きかけることが必要です。実質賃金や最低賃金の引き上
げ、労働条件の改善、働く者の人権の重視という点で共通しているのですから。
　一時、立憲民主党の泉代表は共産党を含めて選挙協力せずと発言しましたが、実情に応じて柔軟に
対応するとの姿勢に変わりました。笹森事務局長時代の連合と全労連は、労働基準法改定反対の「花
束共闘」、春闘リレー集会での舞台共用、法政大学大原社会問題研究所主催のシンポジウム「労働の



規制緩和と労働組合」での同席など、接近の動きがありました。
　しかし、労働の規制緩和に歯止めをかけるには不十分で、非正規労働の拡大や雇用の不安定化、賃
金の低迷をストップさせることができませんでした。この歴史の教訓に学び、労働運動における共同
の再建と選挙共闘の確立を両輪に、労働者の要求実現と政権交代をめざして労働組合が大きな役割を
果たすことを期待したいと思います。

▼１月 28 日（日）　
裏金疑獄があぶり出した自民党の腐敗と劣化――表紙を変えて延命させてはならな
い〔以下の論攷は『学習の友』No.846、2024 年２月号、に掲載されたものです。〕

　「政治とカネ」疑惑の発覚と広がり

　自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる「政治とカネ」の疑惑は、自民党と岸田政権を揺るがす
大疑獄へと発展しました。物価高のもとで生活苦に追われる国民をしり目に、法の抜け穴を利用した
不正な方法で私腹を肥やしてきた政治家への国民の怒りが爆発し、自民党と内閣に対する支持率は急
落しました。
　この問題は自民党最大派閥の清和政策研究会（安倍派）に所属する議員がパーティー券収入のノル
マ超過分についてキックバック（還流）を受け、裏金化していたとされるものです。しかし、このよ
うな形で裏金を得ていたのは安倍派だけに限られず、志帥会（二階派）、宏池政策研究会（岸田派）、
平成研究会（茂木派）、志公会（麻生派）という主要な５派閥すべてに共通する問題でした。
　なかでも安倍派は組織的に裏金づくりを行い、その額も過去５年間で５億円と大きく、所属議員の
大半に還流しているだけでなく、政治資金収支報告書に記載しなくても良いと伝えて口止めするなど
悪質なものでした。このため、岸田首相は所属閣僚４人の更迭に踏み切り、安倍派の党役員も交代し
ました。
　臨時国会閉幕を待って東京地検特捜部は捜査を本格化させ、立件も視野に一斉に事情聴取や家宅捜
査を行いました。この事件は長年続いてきた自民党各派閥の悪弊を浮かび上がらせるものですが、こ
のような裏金作りがいつから、どのような形でなされ、何に使われてきたのか、事実の解明と責任の
追及が行われなければなりません。

　重篤化した自民党の宿痾

　「宿痾」というのは、長い間治らない慢性の病気のことです。自民党は以前からこのような宿痾を



抱えており、それが重篤化して死に至る病となるリスクが高まっています。それは右傾化と金権化で
した。この宿痾によって全身がむしばまれているのが安倍派です。
　右傾化という点では改憲と軍事大国化の先兵となり、安保３文書の作成と敵基地攻撃能力（反撃能
力）の保有、大軍拡・大増税や改憲発議に向けての政策転換をリードしてきました。金権化という点
でも、キックバックによって組織的な裏金作りを行い、収支報告書に記載せず、金集めに狂奔してい
た姿が明らかになりました。
　このような病気を治癒するためには、世論による批判と法的な規制が欠かせません。根本的には政
権交代によって罰し、解党的な出直しを迫る必要があります。自民党は 30 年以上も前に、派閥によ
る資金調達の制限や党役員と閣僚らの派閥離脱、派閥解消の決意などを掲げた「政治改革大綱」を決
定していたのですから。自主的な改革や努力に任せても「百年河清を俟つ」に等しいことは、今回の
事件によっても明らかです。
　政治資金集めのパーティーは事実上の献金にほかなりません。政党助成金が導入されたとき、企業・
団体献金は５年以内に禁止されることになっていました。その約束が守られていれば、このような二
重取りで裏金を作る悪弊は生じなかったはずです。パーティーを始めとした企業・団体献金を禁止し、
政治資金の流れを透明化するための制度改正が急がれます。
　捜査の結果、政治資金規正法違反や脱税ということで逮捕され有罪となれば、議員辞職は免れず、
公民権停止となって選挙に出ることもできなくなります。国民の信頼を回復するためには、少なくと
も裏金受領の有無と使途を進んで明らかにして派閥を解消し、国会での証人喚問に応ずることが必要
でしょう。

　表紙を変えて延命させてはならない

　今回の裏金疑獄は、「令和のリクルート事件」だと言われます。リクルート事件は 1988 年に発覚し
た戦後最大の贈収賄事件で、関連会社の未公開株が政治家や官僚などに賄賂として贈られ、竹下登首
相や宮澤喜一蔵相が辞任に追い込まれました。
　竹下後継として名前が上がった伊東正義総務会長は「表紙だけ変えても中身を変えなければダメだ」
と言って要請を断りました。今回の裏金疑獄は、表紙だけ変えて生き延びてきた自民党がどれほど腐
りきってしまったかを白日の下にさらしました。
　その後就任した宇野宗佑首相は女性スキャンダルで海部俊樹首相に交代し、参院選で自民党は過半
数を失い「ネジレ国会」になります。さらに金丸ゼネコン汚職で政権を失い、政権復帰後も橋本龍太
郎首相が参院選で敗北、後を継いだ小渕恵三首相が急死し、森喜朗首相に交代したものの「神の国」
発言で支持率が急落して危機に陥りました。
　このとき、「自民党をぶっ壊す」と言って登場したのが小泉純一郎首相でしたが、結局は自民党を
救うことになりました。その後も１年交代の短期政権が続き、総選挙で敗れて民主党政権に代わりま



すが、第２次安倍政権によって政権復帰に成功します。
　このように自民党は支配の危機に陥るたびに派閥間で政権をたらい回しにする「振り子の論理」に
よって目先を変えながら生き延びてきました。今回もこのような疑似政権交代で生き伸びようとする
にちがいありません。
　それを許さず、追い込まれ解散で野党に政権を奪われた麻生首相の二の舞を演じさせなければなり
ません。表紙を変えても同じことを繰り返すにちがいないないということは、これまでの歴史が教え
ているのですから。

　唯一の活路は共闘による政権交代

　自民党の宿痾を治癒し「政治とカネ」の問題を解決するためには、政権から追い出して政治に緊張
感を取り戻すことが必要です。そのための唯一の活路は市民と野党の共闘です。憲法を尊重し、平和・
民主主義・人権を守り、国民要求の実現をめざす本格的な政権交代によって希望のもてる未来を実現
しなければなりません。
　戦争法反対運動以来、野党共闘は多くの経験と実績を積み重ねてきました。これに危機感を募らせ
た自民党の激しい巻き返しに会って、一時は困難に直面しました。しかし、12 月７日に市民連合を仲
立ちとした政策要望会が開かれ、立憲・共産・れいわ・社民・参院会派「沖縄の風」の５党・会派が
次期総選挙に向けて５項目の共通政策を確認しました。共闘の再構築に向けて重要な一歩が踏み出さ
れたことになります。
　ここで強調したいのは、野党共闘に背を向けることは危機に陥った自民党を救うことになるという
ことです。政治をまともなものに立て直すためには「政治とカネ」の問題で腐りきった自民党を権力
の座から追い出して責任をとらせなければなりません。そのために必要で唯一可能な方法は、市民と
野党が手を結ぶことです。
　「非自民非共産」を唱えて共闘から共産党を排除する動きがありますが、これは決定的な誤りです。
今回の裏金疑獄発覚の発端は共産党の「しんぶん赤旗」日曜版のスクープでした。安倍元首相の「桜
を見る会」や前夜祭の問題も共産党の田村智子副委員長の国会質問から明らかになりました。統一協
会や勝共連合から敵視され、真っ向から対峙してきたのも、政党助成金を受け取らず「政治とカネ」
の問題で最もクリーンなのも共産党です。
　「政治とカネ」の問題を正し自民党の金権腐敗政治を断罪する最適な有資格者は共産党ではありま
せんか。イデオロギー的な偏見や色眼鏡で見るのではなく、事実と歴史を直視するべきでしょう。立
憲と共産の連携を軸に市民が結集する共闘を再建し、「受け皿」づくりによって活路を開くことこそ、
2024 年の最大の課題です。
　自民党の「オウンゴール」によって大きなチャンスが生まれました。派閥による政権のたらい回し
を許さず、自公政権を解散・総選挙に追い込み、政権交代を実現することで今年を良い年にしようで



はありませんか。後世において、あのとき希望の政治への扉が開かれ、歴史が変わったのだと言われ
るように。

▼３月 27 日（水）　

自民党政治の混迷と野党共闘の課題―「受け皿」を作って政権交代を（以下の論攷は『学

習の友』No.848 、2024 年４月号に掲載されたものです。〕

　混迷を深める自民党政治
　
　「大山鳴動して鼠３匹」というところでしょうか。自民党の政治資金パーティーをめぐる裏金疑惑
です。検察の腰砕けにはあきれてしまいました。政治家では池田佳隆衆院議員が逮捕され、大野泰正
参院議員が在宅起訴、谷川弥一衆院議員が略式起訴されたにすぎません。
　疑惑の渦中にあった塩谷立元文部科学相などの安倍派トップや松野博一前官房長官、高木毅前国対
委員長、萩生田光一前政調会長、西村康稔前経産相、世耕弘成前参院幹事長の「安倍派５人衆」、二
階派会長の二階俊博元幹事長らはおとがめなしとなってしまいました。
　自民党は「政治刷新本部」を設置して「中間とりまとめ」を発表しましたが、政治資金パーティー
の禁止は運用面での取り組みにすぎず、禁止する法改正にまでは踏み込んでいません。企業・団体献
金の禁止や連座制導入への言及もありません。
　また、自民党は全議員対象のアンケートを実施して調査結果を公表し、安倍派や二階派の議員らに
対する聞き取り調査の結果も明らかにしました。アンケートによって不記載は85人、5億7949万円だっ
たことが明らかになりましたが、誰の指示で、いつからどのように裏金作りをはじめたのか、そのお
金を何に対してどのように使ったのかという核心部分は明らかにならず、「事実上のゼロ回答」と報
じられました。
　聞き取りでも、裏金作りは約 20 年以上も前から始まっていたとされますが、詳細は明らかになっ
ていません。一連の対応によって露呈したのは、自民党の自浄能力のなさです。自民党任せにせず、
国会が真相解明に取り組む必要があります。
　野党は裏金作りが判明している衆院議員や参院議員 83 人の政治倫理審査会（政倫審）への出席を
求めました。岸田首相をはじめ安倍派の幹部などが出席しましたが、自己弁護の言いっぱなしや虚偽
答弁が可能な政倫審は、説明責任を果たしたという免罪符を手にして幕引きに利用されたにすぎませ
んでした。疑惑を深めただけで真相解明には結びつかず、参考人招致や罰則付きの証人喚問が必要に
なっています。

　次々に出てくる疑惑の数々



　自民党の「政治とカネ」をめぐっては、政治資金パーティーによる裏金作り以外にも、次々と新た
な疑惑が生じています。政治資金収支報告書の訂正では、萩生田前政調会長が「不明」ばかりで大き
な批判を浴びました。不記載額がトップだった二階元幹事長は、書籍代に 3660 万円も支出しており、
政党から議員個人へのつかみ金となっている政策活動費が５年間で 48 億円という巨額に上っている
ことも判明しました。
　岸田首相自身にも、総理就任を祝うパーティーについての疑惑が浮上し、松野前官房長官について
は退任直前に官房機密費 4660 万円を自分に支出していたことが暴露されました。茂木敏充幹事長の
選挙経費「二重計上」疑惑や甘利明元選挙対策委員長が全国を回って裏金を配っていた疑いなど、ま
さに「底なし沼」のような腐敗ぶりです。
　加えて、統一協会（世界平和統一家庭連合）との癒着についての新た疑惑も浮上しました。所管大
臣である盛山正仁文科相が統一協会と関連する団体の集会に出席し、政策協定にあたる推薦確認書に
署名していた写真が朝日新聞に掲載されたからです。これについては自民党の点検でも報告されてい
ませんでした。
　盛山文科相は国会での質疑で「記憶にない」を連発し、岸田首相は「関係を断っている」と弁護し
ていましたが、最近まで協会の友好団体の機関誌が送り付けられていました。立憲民主党は文科相の
不信任決議案を衆院に提出しましたが、自民・公明・維新の多数で否決されています。
　この間、林芳正官房長官も推薦確認書を提示して署名を求められていたことや岸田首相も盛山文科
相と一緒に写っていた協会幹部と同じ写真に写っているなど、統一協会との新たな接触も明らかに
なっています。まさに、際限のない癒着ぶりというほかありません。

　厳しい批判と攻防の構図　

　このようなスキャンダルの連発によって、岸田政権と自民党は世論の厳しい批判を浴びています。
時事通信が実施した２月の世論調査で、岸田内閣の支持率は前月比 1.7 ポイント減の 16.9％で発足以
来の最低、毎日新聞では支持率 14％で不支持率 82％でした。不支持率の８割越えは 1947 年以来初め
てです。
　しかし、このような支持率の低下が自民党支配の打倒に直ちに結びつくわけではありません。これ
までも自民党はペテンとゴマカシによって支配の危機を乗り越え、生きながらえてきたからです。
　たとえば、金丸巨額脱税事件で国民の怒りを買い、総選挙で自民党が敗北して細川連立政権が樹立
されたとき、金権腐敗打破を掲げた政治改革が選挙制度改革にすり替えられ、小選挙区比例代表並立
制と政党助成金制度が導入されました。このとき政権から転落した自民党は大政党に有利な選挙制度
を導入し、助成金と企業・団体献金との二重取りによって「焼け太り」してしまったのです。
　また、森喜朗首相が数々の失言によって世論の批判を浴び、内閣支持率を一けたにまで低下させた
とき、総裁選を前倒しして小泉純一郎総裁を選出し、その後の総選挙で自民党は大勝して息を吹き返



しました。小泉首相は「自民党をぶっ壊す」と言いながら自民党を救いました。「小泉劇場」による「目
くらまし」が功を奏したわけです。
　現在、危機に陥っている自民党は、この「小泉劇場」の再現を狙っているのかもしれません。菅前
首相を黒幕とする「小石河」（小泉・石破・河野）の暗躍もうわさされています。金丸巨額脱税事件
での「焼け太り」や「小泉劇場」による「目くらまし」を許すことになるのか、野党や国民にとって
の正念場が訪れようとしています。

　共闘で「受け皿」を作れば勝てる

　支配の危機を自民党政治の打破に結び付けるための最大のカギは市民と野党の共闘です。野党は「受
け皿」作りを急ぎ、一致して自民党を追い詰める必要があります。「振り子の論理」による派閥間の「疑
似政権交代」によるマヤカシに騙されてはなりません。
　「疑似」ではなく「真正」の政権交代を実現するためには、野党が一本化して自民党と対決する必
要があります。共闘すれば勝てるけれど、分裂すれば勝てないというのが、この間の地方選挙で示さ
れた教訓です。
　前橋市長選挙では、自民・公明に支援され４選を目指した無所属現職候補に対して野党が支援した
無所属新人の元県議が初当選しました。１万4000票余もの大差でした。与野党が一本化して対決し、「保
守王国」とされる群馬の県庁所在地で野党側が勝利したのです。
　これに対して、私が住んでいる八王子市長選挙では、野党側が分裂したために惜敗に終わりました。
萩生田前政調会長などの自民党と公明党が支援する現職市長の後継候補が６万 4000 票と大きく票を
減らしたにもかかわらず、「反萩生田連合」の候補が５万 7000 票と、7000 票差で惜敗しました。
　この候補者は元都民ファーストの都議ながら無所属となって立憲・共産・生活者ネット・社民・新
社会の野党だけでなく、元自民党衆院議員や２人の元自民党市議会議長の応援を得ましたが、もう一
人の元都民ファーストの都議で完全無所属を掲げた候補が４万 5000 票を獲得したために当選できま
せんでした。「反萩生田」の票は２人合わせて 10 万 2000 票と自公推薦候補を大きく上回っていたに
もかかわらず。
　まことに、惜しい結果でした。「野党が覚悟を決めて大同団結し」（大島理森・元衆院議長）、力を
合わせて統一していれば勝てました。国会議員の応援を断ったのも問題です。主敵を絞って総力を結
集し、あらゆる手段を駆使して市民と野党が共闘する大切さを痛感させられたものです。






















